
岡山地方法務局では，９つの部署に分かれて業務を行っています。

法務局をより身近に感じてもらうために，それぞれの担当している

主な業務内容と，職場の雰囲気等を紹介します。

※部署名をクリックすると，該当ページに移動します。

地図整備・筆界特定室１階

２階 不動産登記部門 法人登記部門

３階

４階

戸籍課 供託課 人権擁護課

訟務部門 総務課 会計課

岡山地方法務局各階案内
人権イメージキャラクター

人 KEN まもる君 ・人 KEN あゆみちゃん



作業の様子

法人登記部門は，職員８名のうち５名が女性職員です。

明るく気さくな職員が多いので，分からないことや難しい事案があっても，経験豊富な上司や

先輩に気軽に相談でき，的確なアドバイスをしてくれます。

職場の雰囲気

地図整備・筆界特定室

登記所（法務局）には，土地の区画を明確にするため地図を備え付けるものとされていますが，現存す

る地図の中には，現地と一致しないものや，土地の位置や形状を現地に復元できるほどの精度がない

ものがあります。
地図整備・筆界特定室では，人口集中地区を中心として，精度の高い地図の作成作業を行っています。
この地図作成作業により，筆界に関する争いを未然に防ぐことができ，また，災害等で土地の筆界標

（境界標）がなくなったりした場合であっても，法務局の地図に基づいて土地の筆界を復元することがで
きます。

作業前の地図（公図） 作業後の地図（登記所備付地図）

法務局の仕事は，デスクワークというイメージが強いかもしれませ

んが，地図整備・筆界特定室は，現地で土地の測量をしたり，土地

の所有者や土地家屋調査士とやり取りをしたりと，外に出ることが多

い職場です。
現在は，岡山市中区平井地区で地図を作成しており，住民の方の

協力を得ながら作業をしています。

法人登記部門

法人登記部門には，岡山県内に本店又は支店を置く会社などの法人に関する登記の申請書が，

毎日大量に提出されています。
法務局には，誰もが知っている大企業はもちろん，大学も国立大学法人や学校法人として登記され

ています。
これらが登記されていることによって，会社等法人の信用が保持され，安全に取引することができ

ます。

仕事の様子

資料① 資料②



不動産登記部門では，日々，事件の処理などについて職員の間で話し合いがされており，常に
活気があります。

また，上司や先輩に質問すれば熱心に教えてくれたり，能力向上のための研修も充実している

ので，新規採用職員にとって，とても働きやすい職場です。

職場の雰囲気

不動産登記部門

不動産登記部門には，土地や建物に関する登記の申請書が提出され，登記官が内容を審査・判断

し，登記簿に記録します。
以下の資料③と資料④は，それぞれ岡山県内にある建物の登記記録の一部です。

このように，登記を見れば建物の種類や構造，床面積，所有者等を知ることができます。
新しく建物が建築され，法務局に新築の登記申請書が提出されると，登記官は実際に現地に出

向くなどしてその内容を確認し，申請書に記載された内容に誤りがないか調査します。

資料③

資料④

供託課

供託事務は，登記や戸籍と比べると，一般にはなじみの薄い業務かもしれませんが，毎日，様々

な方が供託手続のために来庁されます。
供託課では，来庁された方に対して，供託に際して必要な書類について説明を行うなどして書類

を受け付け，その適法性などについて審査しています。

供託課は少人数ですが，岡山地方法務局では，応援体制が充実しているので，夏季休暇など

の長期の休暇も気兼ねなく取ることができます。

また，職員間の仲も良く，とても風通しの良い職場です。

職場の雰囲気



戸籍課

戸籍課では，戸籍事務と国籍事務を担当しています。
戸籍事務は，全国統一的に処理される必要があるため，法

務局が岡山県内の市区町村に対して指導や助言を行ったり，
市町村職員の研修を行ったりしています。
国籍事務は，主に日本国籍を取得するための帰化に関する

相談や審査等を行っており，担当者は毎日様々な国籍の方と
接しています。

戸籍事務と国籍事務は，それぞ
れ係に分かれて仕事をしています
が，疑問が生じたときや，あまり例
のない事案があったときなどは係
の垣根を越えて協議するなど，常
にスキル向上に努めており，何で
も言い合える風通しの良い職場で
す。

職場の雰囲気

訟務部門

相談の様子

訟務部門では，国を当事者とする
訴訟等について，国側の代理人とし
て訴訟活動を行うほか，他の行政機
関からの相談を受けて法的な助言を
行っています。

事件への対応の際は，管区局（広
島法務局）や関係行政機関の担当
職員と一緒に仕事をしています。
管区局の部付検事（法曹資格者）

と法廷に立つこともありますが，当
局の職員だけで法廷対応する事案
も多くありますので，緊張感を持って
業務を行っています。

仕事の様子

人権擁護課

人権擁護課では，主に人権相談，人権侵犯事件の調査救済，及び人権啓発活動の３つの業務を

行っています。
その中でも，人権啓発活動では，地元サッカーチームのファジアーノ岡山，岡山湯郷ベル，バレー

ボールチームの岡山シーガルズなどの選手やコーチと一緒に，小学校に出向いて，人権教室を開
催するなどの活動を行っています。

人権相談の中には，深刻なものもありますが，決して担当者
が一人で抱え込むことのないよう，職員全員で情報を共有し，
全員で解決するよう心掛けています。
また，啓発活動の際は，スポーツチームの選手や子どもたち

と触れ合えるので，楽しく業務を行っています。

職場の雰囲気

岡山地方法務局では，若手職員でお花見や
食事会をしたり，局全体のレクリエーショ
ンを企画したりして交流を深めています。

少しでも岡山地方法務局に興味がある人は，
ぜひ業務説明会にお越しください！！


